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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(注) 1．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

2．売上高には、消費税等は含まれていません。

3. 第100期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するも

のの、1株当たり四半期純損失であるため、記載していません。

4．当社は「株式給付信託(BBT)」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存

する自社の株式は、1株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失の算定上、期中平均株式数の計算におい

て控除する自己株式に含めています。

5．当社は第99期(2017年12月期)より決算期を3月31日から12月31日に変更し、当社グループの決算期を12月31日

に統一しています。この結果、第99期第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、すべての連結対象

会社について2017年4月1日から2017年9月30日までの損益を連結しています。

なお、海外連結子会社等の2017年1月1日から2017年3月31日までの損益については利益剰余金で調整し、

キャッシュ・フローについては現金及び現金同等物の期首残高で調整しています。

6．第99期は、決算期の変更により2017年4月1日から2017年12月31日までの9カ月間となっています。

そのため、第2四半期連結累計期間は、第99期(2017年4月1日から2017年9月30日)と第100期(2018年1月1日か

ら2018年6月30日)で対象期間が異なっています。

回次
第99期第2四半期
連結累計期間

第100期第2四半期
連結累計期間

第99期

会計期間
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日

自 2018年1月1日
至 2018年6月30日

自 2017年4月1日
至 2017年12月31日

売上高 (百万円) 95,015 72,542 159,518

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 2,216 △5,954 7,578

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(百万円) 1,841 △6,754 6,734

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 7,408 △9,453 13,320

純資産額 (百万円) 84,975 83,372 94,054

総資産額 (百万円) 222,984 199,497 225,160

1株当たり四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(円) 38.88 △133.77 139.72

潜在株式調整後1株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 35.38 ― 129.37

自己資本比率 (%) 38.0 41.7 41.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,514 △23,189 28,784

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,024 △9,886 △11,685

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,056 20,346 △11,216

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 22,105 15,358 29,291

回次
第99期

第2四半期
連結会計期間

第100期
第2四半期

連結会計期間

会計期間
自 2017年7月1日
至 2017年9月30日

自 2018年4月1日
至 2018年6月30日

1株当たり四半期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) 50.01 △62.30
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2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

なお、第1四半期連結会計期間より、従来「ライフイノベーション」としていた報告セグメントの名称を「メディ

カルテクノロジー」に変更しています。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える影響はあ

りません。
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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

前連結会計年度より決算期を3月31日から12月31日に変更しました。これに伴い、決算期変更の経過期間である前

連結会計年度は2017年4月1日から2017年12月31日までの9カ月間となっています。このため、以下の記述において、

当第2四半期連結累計期間の業績は前年同一期間である2017年1月1日から2017年6月30日までの業績と比較していま

す。 

(1) 業績の状況

当第2四半期連結累計期間におけるグローバル経済情勢を振り返りますと、足元では保護主義的な経済政策の

台頭やこれに伴う通商摩擦への懸念など、先行きに不透明感が広がっているものの、実体経済は堅調を維持しま

した。アメリカでは個人消費や設備投資の増加などにより景気の回復が継続しました。欧州では景気は緩やかに

回復し、中国をはじめとするアジア新興国では景気は持ち直しの動きがみられました。わが国の経済について

は、景気は緩やかな回復基調を続けています。

当社グループは、2018年1月1日から運用を開始した第6次中期経営計画において、コンシューマー・エレクト

ロニクス(IT)、自動車、医療機器、高機能パッケージ資材の4市場を重点市場と定め、これまでに獲得・構築し

た事業基盤を最大限に活用したグローバルベースの成長戦略の実現により、事業ポートフォリオの組み換え・最

適化をさらに発展させたバランス経営の完成を目指しています。当第2四半期連結累計期間においては、メディ

カルテクノロジー事業がアメリカの医療機器メーカーを相次いで買収するなど中期経営計画の成長戦略を着実に

実行しましたが、主力のディバイス事業ではスマートフォン向けを中心に製品需要は当初想定を大きく下回り、

同事業の売上高は前年と同水準にとどまりました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は725億42百万円(前年同期比2.1%増)、利益面では

EBITDAは1億32百万円(前年同期比95.6%減)、営業損失は44億76百万円(前年同期は24億80百万円の営業損失)、経

常損失は59億54百万円(前年同期は28億43百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は67億54百万

円(前年同期は46億7百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。

(注) EBITDAは、営業利益＋減価償却費＋のれん償却額としています。

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。

なお、第1四半期連結会計期間より、従来「ライフイノベーション」としていた報告セグメントの名称を「メ

ディカルテクノロジー」に変更しています。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える

影響はありません。なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報についても変更後の名称で記載していま

す。
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産業資材

産業資材は、さまざまな素材の表面に付加価値を与える独自技術を有するセグメントです。プラスチックの成

形と同時に加飾を行うIMDおよびIMLは、グローバル市場で自動車、家電製品、スマートフォンなどに広く採用さ

れています。また、金属光沢と印刷適性を兼ね備えた蒸着紙は、飲料品や食品向けの高機能パッケージ資材とし

てグローバルベースで業界トップのマーケットシェアを有しています。

当第2四半期連結累計期間においては、主力の自動車向け加飾分野を中心として製品需要は概ね想定通りに推

移しましたが、一部の海外工場で生産歩留まりが当初想定を下回るなど、品質コストの削減に課題が残りまし

た。

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は233億38百万円(前年同期比2.8%減)となり、EBITDAは22億

53百万円(前年同期比7.9%減)、セグメント利益(営業利益)は4億2百万円(前年同期比20.7%減)となりました。

ディバイス

ディバイスは、精密で機能性を追求したディバイスを提供するセグメントです。主力製品であるフィルムタッ

チセンサーはグローバル市場でスマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機、産業用機器、自動車などに幅広く

採用されています。このほか、気体の状態を検知するガスセンサーなどを提供しています。

当第2四半期連結累計期間においては、主力のスマートフォン向けの製品需要が急減し、生産部門の稼働率が

大きく低下、事業収益を圧迫しました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は320億12百万円(前年同期比1.4%増)となり、EBITDAは15億

98百万円のマイナス(前年同期は14億88百万円のプラス)、セグメント損失(営業損失)は30億86百万円(前年同期

は8億19百万円のセグメント損失(営業損失))となりました。

メディカルテクノロジー

メディカルテクノロジーは、医療機器やその関連市場において高品質で付加価値の高い製品を提供し、人々の

健康で豊かな生活に貢献することを目指すセグメントです。心疾患分野などの手術用器具や医療用電極などを主

力製品としており、現在はグローバルベースで大手医療機器メーカー向けの受託生産事業(製品設計～開発～生

産の一連の工程を手がける事業)を展開するとともに、病院向けに自社ブランド品を生産・販売しています。

当第2四半期連結累計期間においては、主力の受託生産分野を中心に製品需要は堅調に推移しました。一方、

製品設計や開発能力など事業の付加価値を高める目的で実施した企業買収やその経営統合などに一時的な費用が

発生しました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は99億87百万円(前年同期比16.5%増)となり、EBITDAは8億6

百万円(前年同期比359.8%増)、セグメント損失(営業損失)は24百万円(前年同期は6億19百万円のセグメント損失

(営業損失))となりました。

情報コミュニケーション

情報コミュニケーションは、出版印刷、商業印刷、セールスプロモーションなど、さまざまな製品・サービス

を提供し、お客さま企業のマーケティング戦略や広告宣伝・販売促進などのコミュニケーション戦略全般をサ

ポートしています。

当第2四半期連結累計期間においては、主力の商業印刷分野で情報メディアの多様化における印刷物の減少な

どの影響があり、事業環境は厳しいものとなりました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は69億94百万円(前年同期比3.0%増)となり、EBITDAは1億21

百万円のマイナス(前年同期は99百万円のマイナス)、セグメント損失(営業損失)は2億45百万円(前年同期は2億1

百万円のセグメント損失(営業損失))となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は1,994億97百万円となり、前連結会計年度末(2017年12月期末)に比べ

256億63百万円減少しました。

流動資産は899億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ237億76百万円減少しました。主な要因は、商品及び製品

が83億82百万円増加した一方、現金及び預金が139億56百万円、受取手形及び売掛金が174億41百万円減少したこと等に

よるものです。

固定資産は1,095億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億87百万円減少しました。主な要因は、のれんが1億81

百万円増加した一方、顧客関係資産が5億35百万円、投資有価証券が15億49百万円減少したこと等によるものです。

当第2四半期連結会計期間末における負債は1,161億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ149億81百万円減少し

ました。

流動負債は820億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ151億2百万円減少しました。主な要因は、短期借入金が

201億94百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が259億47百万円減少したこと等によるものです。

固定負債は340億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億21百万円増加しました。主な要因は、その他有価証券の

時価の変動等によりその他に含まれる長期繰延税金負債が8億89百万円減少した一方、長期借入金が11億1百万円増加し

たこと等によるものです。

当第2四半期連結会計期間末における純資産は833億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ106億82百万円減少し

ました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年

度末に比べ139億33百万円減少し、153億58百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

なお、前連結会計年度より決算期を3月31日から12月31日に変更しました。これに伴い、当第2四半期連結累計期

間(2018年1月1日から2018年6月30日)と前第2四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年9月30日)の対象期間が

異なるため、前年同四半期比については記載していません。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は231億89百万円となりました。これは主に売上債権の減少額として174億19百万円

計上した一方、税金等調整前四半期純損失として57億20百万円、たな卸資産の増加額として96億8百万円、仕入債

務の減少額として278億7百万円計上したこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は98億86百万円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得として78億

42百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得として14億98百万円支出したこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は203億46百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額として202億30百万

円計上したこと等によるものです。
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(4) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更およ

び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等

(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。

株式会社の支配に関する基本方針

Ⅰ．基本方針の内容

上場会社・公開会社である当社の株式は、自由な取引が認められ、当社は、会社の支配権の移転を伴うような

大規模な株式の買付提案またはこれに類似する行為に応じるか否かの判断は、最終的には、株主のみなさまのご

意思に基づき行われるべきものであると考えています。従いまして、大規模な株式の買付提案であっても、当社

グループの企業価値・株主のみなさまの共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではあり

ません。

当社では、企業価値や株主のみなさまの共同の利益を確保・向上させるためには、企業理念体系(Nissha

Philosophy)を礎とし、未来志向型の企業として常に価値ある製品・サービスを提供することを通じて社会に貢

献することが必要不可欠であると考えています。より具体的には、世界に広がる多様な人材能力と情熱を結集

し、継続的にコア技術の拡充を図ること、グローバルベースで市場のニーズを捉え、他社にはできないものづく

りを通じて付加価値の高い製品・サービスを提供すること、そして人々の豊かな社会を実現することが、当社の

企業価値・株主のみなさまの共同の利益の確保・向上につながるものと考えています。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、このような基本的な考え方を十分に理解し、当社の企業

価値・株主のみなさまの共同の利益を中・長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えています。

従いまして、上記のような基本的な考え方を十分に理解せず、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益

に資さない不適切な当社株式の大規模な買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業

の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、当社はそれを抑止するための取り組みが必要不可欠であ

ると考えています。

Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社は、1929年の創業以来、印刷技術に積層、成膜、成形などの多様な技術要素を融合させながら常にコア技

術の拡充を図り、製品と対象市場の多角化、グローバル市場への進出などを通じて事業領域の拡大による成長を

実現してきました。当社グループでは3年の単位で中期経営計画を運用していますが、その基本戦略は事業領域

の進化・拡大による事業ポートフォリオの最適化です。

2017年度で終了した先の第5次中期経営計画では、主力のコンシューマー・エレクトロニクス(IT)市場向けへ

の製品開発、設備投資により新たな大型受注を獲得したほか、積極的なM&A戦略により自動車市場における事業

拠点の拡充、医療機器分野・高機能パッケージ資材分野への新規事業参入を実現しました。国内外の事業拠点は

50カ所を超え、海外に勤務する社員の割合は半数を超えるに至りました。

2018年度から運用を開始した第6次中期経営計画では、こうした事業基盤を最大限に活用したグローバルベー

スの成長戦略の実現により、事業ポートフォリオの組み換え、最適化をさらに発展させた「バランス経営の完

成」を目指し、売上高・EBITDA・営業利益のすべてにおいて過去最高を更新するビジョンを掲げています。

当社は創業以来、経営者の強いリーダーシップのもと、経営環境の変化に的確に対応した戦略を実践してきま

した。当社はこのリーダーシップとともにコーポレートガバナンスを強化することにより、迅速かつ果断な意思

決定が促進され、同時に経営の透明性、公正性を確保することができると考え、コーポレートガバナンスを重要

な経営課題と認識しています。
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当社は、執行役員制度を導入し、取締役会が担うべき戦略策定および経営監視機能と、執行役員が担うべき業

務執行機能との分化を図っています。また、取締役会のダイバーシティーを推進し、現在の取締役会は、独立性

の高い社外取締役4名を含む取締役9名(社外取締役比率44.4%、女性比率11.1%)で構成されています。社外取締役

は他社での企業経営の経験や製造業での事業経営の経験、事業戦略、IT、金融経済全般に関する高い見識などか

ら有益な指摘、意見を述べ、取締役会の議論は活性化しています。また、2015年10月には、当社はコーポレート

ガバナンス基本方針を制定しました。当社はその基本方針に基づき、社外取締役が過半数を占めかつ委員長を務

める指名・報酬委員会を設置し、社外取締役の知見を活用することで役員の選任や報酬に関して客観性と公正性

の確保を図るとともに、取締役会の実効性評価を年1回実施し、取締役会の機能のさらなる向上に努めていま

す。

当社は、以上の取り組みを継続して実行することによって、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益の

確保・向上を実現できるものと考えています。

Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取り組み

当社は、2016年5月12日開催の当社取締役会において、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益のより

一層の確保・向上を目的として、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の一部改定(以下、「本プラン」

といいます。)を決議し、2016年6月17日開催の第97期定時株主総会において株主のみなさまにご承認いただきま

した。

本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け、もしく

は、当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株

券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為もしくはこれに類似する行為(以下、「買付等」

といいます。)を行うまたは行うことを提案する者(以下、「買付者等」といいます。)が現れた場合に、当該買

付等に応じるべきか否かを株主のみなさまが判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情

報や時間を確保すること、株主のみなさまのために買付者等との交渉を行うこと等を可能とすることを目的と

し、その実現のために必要な手続を定めています。買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく

買付等を行う場合、または、買付者等による買付等が当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を著しく損

なうと判断される場合は、一定の対抗措置を実施することがあります。

(ご参考)

本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。

Ⅳ. 上記の取り組みについての取締役会の判断

上記Ⅱの取り組みは、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を確保・向上させるための施策であり、

その結果が株主および投資家のみなさまによる当社株式の評価に適正に反映されることにより、当社の企業価

値・株主のみなさまの共同の利益を著しく損なうおそれのある買付等は困難になるものと考えられます。

上記Ⅲの取り組みは、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を確保・向上させるための手続を定める

ものです。また、本プランにおいては、(ⅰ)株主総会において株主のみなさまのご承認を得て導入されたもので

あることに加え、一定の場合には対抗措置の実施または不実施につき株主のみなさまのご意思を確認する仕組み

が設けられていること、(ⅱ)株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議によりいつでも本プラン

を廃することができること、(ⅲ)当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会を設置し、取締役会は

独立委員会の勧告を最大限尊重して意思決定を行うものとしていること、(ⅳ)本プランの発動に関する合理的な

客観的要件が設定されていること等が定められています。

従いまして、上記ⅡおよびⅢの取り組みは、いずれも、基本方針に沿うものであり、株主のみなさまの共同の

利益の確保・向上に資するものであり、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えていま

す。

(5) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は19億12百万円です。

なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

② 【発行済株式】

(注)  提出日現在の発行数には、2018年8月1日からこの四半期報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の

権利行使により発行された株式数は含まれていません。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

種類
第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2018年8月8日)

上場金融商品取引所
名または登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 50,855,638 50,855,638
東京証券取引所
(市場第一部)

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式
単元株式数 100株

計 50,855,638 50,855,638 ― ―

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2018年4月1日～
2018年6月30日

― 50,855 ― 12,119 ― 13,550
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(6) 【大株主の状況】

(注)  1. 上記株式会社みずほ銀行の所有株式は、同行が退職給付信託の信託財産として拠出しているものです(株主名

簿上の名義は、みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀

行株式会社です)。

2. 2018年6月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、タイヨウ・ファンド・マネッジメン

ト・カンパニー・エルエルシーならびにその共同保有者であるタイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー、タ

イヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー、タイヨウ・マキ・ジーピー・エルティディーおよびタイ

ヨウ・ヒナタ・ジーピー・エルエルシーが2018年6月6日現在で以下の株式を所有している旨が記載されてい

るものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大

株主の状況には含めていません。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりです。

2018年6月30日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11 3,832 7.53

鈴木興産株式会社 京都市右京区龍安寺玉津芝町4-7 2,563 5.03

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内2丁目1-1
(東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイラン
ドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟)

2,341 4.60

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 2,076 4.08

タイヨ－ ハネイ フアンド
エルピ－
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀
行)

5300 CARILLON POINT KIRKLAND, WA 98033, 
USA
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

1,911 3.75

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号 1,610 3.16

タイヨ－ フアンド エルピ－
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀
行)

5300 CARILLON POINT KIRKLAND, WA 98033, 
USA
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

1,485 2.92

株式会社京都銀行
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700
(東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイラン
ドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟)

1,442 2.83

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-11 1,372 2.69

ステート ストリート バンク
アンド トラストカンパニー
505019
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店 カストディ業務部)

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 
IFSC DUBLIN, IRELAND
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

1,324 2.60

計 ― 19,960 39.24

氏名または名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(%)

タイヨウ・ファンド・マネッジ
メント・カンパニー・エルエル
シー

アメリカ合衆国、ワシントン州98033、カーク
ランド、キャリロンポイント5300

1,450 2.85

タイヨウ繁栄ジーピー・エル
ティディー

ケイマン諸島、KY1-1108、グランドケイマ
ン、フォート・ストリート75、クリフトン・
ハウス、アップルバイ・トラスト(ケイマ
ン)・エルティーディー気付

1,857 3.65

タイヨウ・パシフィック・シー
ジー・エルエルシー

アメリカ合衆国ワシントン州98033、カークラ
ンド、キャリロンポイント5300 

2,117 4.16

タイヨウ・マキ・ジーピー・エ
ルティディー

ケイマン諸島、KY1-1108、グランドケイマ
ン、フォート・ストリート75、クリフトン・
ハウス、アップルバイ・トラスト(ケイマ
ン)・エルティーディー気付

218 0.43

タイヨウ・ヒナタ・ジーピー・
エルエルシー

アメリカ合衆国、デラウェア州19808、ウィル
ミントン、センタービル・ロード2711、ス
イート400 

201 0.40
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(注) 1. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が51株含まれています。

2. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービ

ス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式16,400株(議決権164個)が含まれています。なお、当該議

決権の数164個は、議決権不行使となっています。

② 【自己株式等】

(注) 上記自己名義所有株式数には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式(16,400株)は含まれていません。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

2018年6月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

399,500
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

50,409,600
504,096 同上

単元未満株式
普通株式

46,538
― 1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 50,855,638 ― ―

総株主の議決権 ― 504,096 ―

2018年6月30日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
NISSHA株式会社

京都市中京区壬生花井町
3番地

399,500 ― 399,500 0.78

計 ― 399,500 ― 399,500 0.78
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第4 【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しています。

なお、当社は2017年6月16日開催の第98期定時株主総会における決議に基づき、決算期を3月31日から12月31日に変

更しました。したがって、前連結会計年度は、2017年4月1日から2017年12月31日までの9カ月間となっています。

これに伴い、前第2四半期連結会計期間は、2017年7月1日から2017年9月30日まで、前第2四半期連結累計期間は、

2017年4月1日から2017年9月30日までとなり、当第2四半期連結会計期間は、2018年4月1日から2018年6月30日まで、当

第2四半期連結累計期間は、2018年1月1日から2018年6月30日までとなっています。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2018年4月1日から2018年6月30

日まで)および第2四半期連結累計期間(2018年1月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有

限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。
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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2017年12月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2018年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 29,790 15,833

受取手形及び売掛金 ※2  48,140 ※2  30,698

商品及び製品 10,474 18,857

仕掛品 8,055 9,558

原材料及び貯蔵品 7,095 6,888

その他 10,442 8,349

貸倒引当金 △292 △257

流動資産合計 113,705 89,929

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 25,495 29,230

機械装置及び運搬具（純額） 10,731 10,746

工具、器具及び備品（純額） 2,501 2,862

土地 6,099 6,192

リース資産（純額） 1,793 1,617

建設仮勘定 5,934 2,003

有形固定資産合計 52,555 52,652

無形固定資産

商標権 3,569 3,405

ソフトウエア 944 973

のれん 23,645 23,827

技術資産 2,269 2,065

顧客関係資産 6,306 5,770

その他 891 962

無形固定資産合計 37,627 37,005

投資その他の資産

投資有価証券 20,299 18,750

その他 1,457 1,626

貸倒引当金 △485 △467

投資その他の資産合計 21,271 19,909

固定資産合計 111,455 109,567

資産合計 225,160 199,497
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2017年12月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2018年6月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 52,862 ※2  26,915

電子記録債務 ※2  8,909 ※2  6,480

短期借入金 10,669 30,863

1年内返済予定の長期借入金 1,356 1,785

未払法人税等 1,441 281

賞与引当金 1,930 1,895

役員賞与引当金 60 35

役員株式給付引当金 138 -

その他 19,821 13,830

流動負債合計 97,190 82,087

固定負債

社債 2,940 2,840

長期借入金 13,514 14,616

役員株式給付引当金 - 24

退職給付に係る負債 4,373 4,487

その他 13,087 12,069

固定負債合計 33,915 34,036

負債合計 131,105 116,124

純資産の部

株主資本

資本金 12,069 12,119

資本剰余金 15,460 15,510

利益剰余金 50,653 43,139

自己株式 △327 △907

株主資本合計 77,856 69,862

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,875 10,888

為替換算調整勘定 3,687 1,994

退職給付に係る調整累計額 395 384

その他の包括利益累計額合計 15,958 13,266

非支配株主持分 239 243

純資産合計 94,054 83,372

負債純資産合計 225,160 199,497
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)

売上高 95,015 72,542

売上原価 80,719 62,954

売上総利益 14,296 9,587

販売費及び一般管理費 ※1  12,456 ※1  14,064

営業利益又は営業損失（△） 1,839 △4,476

営業外収益

受取利息 30 54

受取配当金 190 192

為替差益 572 -

その他 97 127

営業外収益合計 891 374

営業外費用

支払利息 394 363

持分法による投資損失 28 131

為替差損 - 1,312

その他 91 44

営業外費用合計 514 1,852

経常利益又は経常損失（△） 2,216 △5,954

特別利益

固定資産売却益 6 143

投資有価証券売却益 215 -

関係会社株式売却益 - 354

国庫補助金 43 58

特別利益合計 265 557

特別損失

固定資産除売却損 35 287

投資有価証券評価損 - 1

工場閉鎖損失 ※2  54 -

事業所移転費用 - ※3  33

特別損失合計 89 323

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

2,392 △5,720

法人税等 567 1,050

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,825 △6,770

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △16 △16

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

1,841 △6,754
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【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,825 △6,770

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,685 △976

為替換算調整勘定 1,919 △1,653

退職給付に係る調整額 △23 △12

持分法適用会社に対する持分相当額 1 △41

その他の包括利益合計 5,582 △2,683

四半期包括利益 7,408 △9,453

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,421 △9,446

非支配株主に係る四半期包括利益 △13 △7
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

2,392 △5,720

減価償却費 4,584 3,844

のれん償却額 733 764

工場閉鎖損失 54 -

事業所移転費用 - 33

賞与引当金の増減額（△は減少） 288 △24

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △24

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 19 △114

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） 28 △60

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △22

受取利息及び受取配当金 △220 △247

支払利息 394 363

為替差損益（△は益） △446 911

持分法による投資損益（△は益） 28 131

投資有価証券売却損益（△は益） △215 -

関係会社株式売却益 - △354

固定資産除売却損益（△は益） 28 143

売上債権の増減額（△は増加） △17,372 17,419

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,472 △9,608

仕入債務の増減額（△は減少） 22,589 △27,807

その他 △8,671 △1,256

小計 △1,271 △21,628

利息及び配当金の受取額 218 226

利息の支払額 △391 △362

法人税等の支払額 △860 △1,464

法人税等の還付額 789 39

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,514 △23,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,769 △7,842

有形固定資産の除却による支出 △4 △201

有形及び無形固定資産の売却による収入 - 142

投資有価証券の取得による支出 △25 △4

投資有価証券の売却による収入 226 7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得に
よる支出

- △1,498

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に
よる収入

- 317

事業譲受による支出 △280 △697

その他 △171 △110

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,024 △9,886
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(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 10,027 20,230

長期借入れによる収入 654 2,905

長期借入金の返済による支出 △776 △1,166

支払手数料の支払額 △19 △10

リース債務の返済による支出 △131 △133

自己株式の取得及び売却による収支 0 △717

配当金の支払額 △699 △761

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,056 20,346

現金及び現金同等物に係る換算差額 786 △1,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 303 △13,933

現金及び現金同等物の期首残高 22,090 29,291

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 △289 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  22,105 ※1  15,358
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(四半期連結貸借対照表関係)

1  受取手形割引高

※2  四半期連結会計期間末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、手形交換日または決済日をもって

決済処理しています。

なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形お

よび電子記録債務が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

有形固定資産の減価償却方法の変更

有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法については、従来、当社および国内連結子会社は主として

定率法、在外連結子会社は定額法を採用していましたが、第1四半期連結会計期間より当社および国内連結子会

社は定額法に変更しています。当社グループは、当連結会計年度を初年度とする第6次中期経営計画を策定し、

これまでに構築した事業基盤を最大限に活用したグローバルベースの成長戦略を実現していくにあたり、当社

および国内連結子会社の有形固定資産の稼働状況を検討したところ、設備は安定的に稼働することが見込まれ

ることから、今後は減価償却費を耐用年数期間にわたり均等に費用配分することがより適切であると判断し、

定額法に変更したものです。

これにより、従来の方法と比べて、当第2四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半

期純損失はそれぞれ649百万円減少しています。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)

税金費用の計算

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益または税引前当期純

損失に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失

に当該見積実効税率を乗じて計算しています。ただし、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率

を使用しています。

前連結会計年度
(2017年12月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2018年6月30日)

受取手形割引高 120百万円 83百万円

前連結会計年度
(2017年12月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2018年6月30日)

受取手形 26百万円 55百万円

支払手形 ― 0

電子記録債務 30 5
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(四半期連結損益計算書関係)

※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりです。

※2  「メディカルテクノロジー」セグメントの連結子会社におけるアメリカの生産拠点統合に伴うものです。

※3 当社の連結子会社であるNISSHAエフアイエス㈱の事業所移転に伴う費用であり、今後の使用見込みがなくなった

処分予定資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額したことにより発生した減損損失29百万円が含まれていま

す。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りです。

前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)

荷造発送費 1,439百万円 1,332百万円

役員賞与引当金繰入額 40 35

給与 3,191 3,393

賞与引当金繰入額 506 505

退職給付費用 54 57

役員株式給付引当金繰入額 54 25

研究開発費 1,470 1,912

貸倒引当金繰入額 6 △16

前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)

現金及び預金 22,221百万円 15,833百万円

預入期間が3カ月を超える定期預金 △116 △475

現金及び現金同等物 22,105 15,358
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(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)

1．配当金支払額

(注) 2017年6月16日定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託Ｅ口)が保有する

当社の株式に対する配当金1百万円が含まれています。

2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

(注) 2017年11月8日取締役会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託Ｅ口)が保有する当社

の株式に対する配当金1百万円が含まれています。

3．株主資本の著しい変動

当第2四半期連結累計期間において、2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

の権利行使により、資本金が2,455百万円、資本剰余金が2,458百万円増加し、自己株式が6百万円減少しています。

主にこの影響により、当第2四半期連結会計期間末において、資本金が10,119百万円、資本剰余金が13,510百万円

および自己株式が326百万円となっています。

当第2四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)

1．配当金支払額

(注) 2018年2月14日取締役会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託Ｅ口)が保有する

当社の株式に対する配当金1百万円が含まれています。

2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

(注) 2018年8月7日取締役会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託Ｅ口)が保有する

当社の株式に対する配当金0百万円が含まれています。

3．株主資本の著しい変動

当社は、2018年2月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式294,300株を715百万円で取得しました。なお、

2018年2月15日において、2018年2月14日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了しています。また、当

第2四半期連結累計期間において、「株式給付信託(BBT)」制度に基づき、信託から取締役等に対して、自己株式

34,200株を株式給付したほか、自己株式17,000株を処分の上、金銭給付したことにより、自己株式が137百万円減少

しました。これらの影響により、当第2四半期連結会計期間末における自己株式は907百万円となりました。

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年6月16日
定時株主総会

普通株式 700 15.00 2017年3月31日 2017年6月19日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年11月8日
取締役会

普通株式 734 15.00 2017年9月30日 2017年12月1日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年2月14日
取締役会

普通株式 760 15.00 2017年12月31日 2018年3月5日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年8月7日
取締役会

普通株式 756 15.00 2018年6月30日 2018年9月3日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)

1．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、造園事業等を含んでいます。

2. セグメント利益または損失(△)の調整額△1,178百万円には各報告セグメントに配分していない全社費用等が

含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

3. セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)

1．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、造園事業等を含んでいます。

2. セグメント利益または損失(△)の調整額△1,559百万円には各報告セグメントに配分していない全社費用等が

含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

3. セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。

2．報告セグメントの変更等に関する事項

(報告セグメントの名称の変更)

第1四半期連結会計期間より、従来「ライフイノベーション」としていた報告セグメントの名称を「メディカルテ

クノロジー」に変更しています。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える影響はありま

せん。なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報についても変更後の名称で記載しています。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、有形固定資産(リース資産を除

く)の減価償却の方法については、従来、当社および国内連結子会社は主として定率法、在外連結子会社は定額法を

採用していましたが、第1四半期連結会計期間より当社および国内連結子会社は定額法に変更しています。

これにより、従来の方法と比べて、当第2四半期連結累計期間のセグメント利益は、「産業資材」で33百万円増加

し、「その他」で0百万円減少しています。また、セグメント損失は、「情報コミュニケーション」で7百万円増加

し、「ディバイス」で532百万円、「メディカルテクノロジー」で0百万円それぞれ減少しています。

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3産業資材

ディバイ
ス

メディカ
ルテクノ
ロジー

情報コ
ミュニ
ケーショ

ン

計

売上高

外部顧客への売上高 24,195 55,289 8,996 6,363 94,845 170 95,015 ― 95,015

セグメント間の内部売上
高または振替高

345 713 ― 30 1,089 934 2,024 △2,024 ―

計 24,540 56,003 8,996 6,394 95,934 1,104 97,039 △2,024 95,015

セグメント利益または
損失(△)

1,154 1,916 216 △329 2,958 59 3,017 △1,178 1,839

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3産業資材

ディバイ
ス

メディカ
ルテクノ
ロジー

情報コ
ミュニ
ケーショ

ン

計

売上高

外部顧客への売上高 23,338 32,012 9,987 6,994 72,333 209 72,542 ― 72,542

セグメント間の内部売上
高または振替高

464 402 ― 47 913 877 1,791 △1,791 ―

計 23,802 32,414 9,987 7,041 73,247 1,086 74,334 △1,791 72,542

セグメント利益または
損失(△)

402 △3,086 △24 △245 △2,953 36 △2,917 △1,559 △4,476
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(企業結合等関係)

取得による企業結合

Heart Sync, Inc.との企業結合

(1) 企業結合の概要

① 相手企業の名称および取得した事業の内容

相手企業の名称

Heart Sync, Inc.(以下、Heart Sync)

取得した事業の内容

除細動電極(※)の設計・販売

※正常な心拍の回復のため、除細動器から患者に制御された電気ショックを伝達する導体。電気ショックを供

給するかを判断するための心電用電極としての機能も有する。

② 企業結合を行った主な理由

当社は第6次中期経営計画(2018年12月期～2020年12月期)において、IT、自動車、医療機器、高機能パッ

ケージ資材の4市場を重点市場と定め、これまでに獲得・構築した事業基盤を最大限に活用した成長戦略を展

開しています。特に医療機器はグローバルベースで高い成長が見込まれるため、当社はこの市場における事業

領域の拡大を加速させています。

2016年9月、当社はアメリカの医療機器メーカーGraphic Controlsグループを買収・子会社化すると同時に

メディカルテクノロジー事業部を新設し、医療機器分野への本格的な事業参入を果たしました。現在は当社の

コア技術(パターンニング、コーティング、成形など)と関連性が高い医療用電極や手術用器具など心疾患用途

の製品を主力としており、グローバルベースで大手医療機器メーカー向けに受託生産事業を展開するととも

に、病院向けには自社ブランド品を生産・販売しています。同事業部はこれらのビジネスモデルを展開するこ

とを通じて製品開発や製品設計などの能力の充実を図るとともに、特徴ある製品群の拡充により、持続的な成

長を目指します。

Heart Syncは、医療用電極の中でも今後グローバル市場で高い成長が見込まれる除細動電極に強みを持つ医

療機器メーカーです。医療現場のニーズを的確に捉えた製品開発や製品設計に特徴を有しています。

メディカルテクノロジー事業は、今回のHeart Syncの資産買収により、除細動電極の製品ラインアップを拡

充し、販売チャネルを獲得するとともに、同社が有する競争力の高い開発・設計能力など、有形・無形の資産

の取得により、Graphic Controlsグループとのシナジー効果の創出を図ります。

③ 企業結合日

2018年5月18日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする事業譲受

⑤ 結合後企業の名称

名称の変更はありません。

⑥ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社が現金を対価として事業を譲り受けたためです。

(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる取得した事業の業績の期間

2018年5月19日から2018年6月30日まで

(3) 取得した事業の取得原価および対価の種類ごとの内訳

(注) 取得の対価には、条件付取得対価を含めていますが、現時点では確定していません。

取得の対価 現金(未払金を含む) 1,340百万円

取得原価 1,340百万円
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(4) 企業結合契約に定められた条件付取得対価の内容およびそれらの今後の会計処理方針

契約に基づき、取得した事業の企業結合後3カ年の業績達成度合いに応じて、追加の支払を行うこととしていま

す。なお、条件付取得対価の変動部分については、米国会計基準に基づき認識します。

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間

① 発生したのれんの金額

1,302百万円

② 発生原因

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものです。

③ 償却方法および償却期間

当第2四半期連結会計期間末において、企業結合日における識別可能資産および負債の特定を精査中であり、

取得原価の配分は完了していません。よって、のれんの金額は暫定的な会計処理を行っており、償却方法および

償却期間についても精査中です。

取得による企業結合

Sequel Special Products, LLCおよびRSS Design, LLCとの企業結合

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称および事業の内容

被取得企業の名称

Sequel Special Products, LLC

RSS Design, LLC

事業の内容

低侵襲医療(※)向けや整形外科向けの手術用器具の受託生産

※検査・治療においてできる限り患者の身体への影響を減らした医療

② 企業結合を行った主な理由

2016年9月、当社はアメリカの医療機器メーカーGraphic Controlsグループを買収・子会社化すると同時に

メディカルテクノロジー事業部を新設し、医療機器分野への本格的な事業参入を果たしました。現在は当社の

コア技術(印刷、コーティング、ラミネーション、成形、パターンニング)との関連性が高い医療用電極や手術

用器具など、世界市場で成長が見込まれる心疾患用途の製品を主力としています。同事業は大手医療機器メー

カー向けに受託生産事業を展開するとともに、病院向けには自社ブランド品を生産・販売しています。今後は

製品開発や製品設計などの能力の充実を図るとともに、特徴ある製品群の拡充により、持続的な成長を目指し

ています。

メディカルテクノロジー事業部は、大手医療機器メーカーが研究開発やマーケティング活動に注力し生産工

程をアウトソーシングする傾向を強めていることから、受託生産事業の拡大による成長を主要な戦略のひとつ

に掲げています。同事業は、カテーテルやカテーテルガイドワイヤーなどの低侵襲医療向けの医療機器や手術

用器具に加え、電気外科手術向けの電極、診断用検査機器などを生産しています。今回の買収によりメディカ

ルテクノロジー事業部は受託生産における新たな販路に加え、生産能力の増強とともに、製品開発や製品設計

の機能の拡張により、開発、生産、販売に至るバリューチェーンの付加価値向上による業績の拡大を図りま

す。

③ 企業結合日

2018年6月25日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする持分の取得

⑤ 結合後企業の名称

Sequel Special Products, LLC

RSS Design, LLC

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社が現金を対価とする持分の取得により議決権比率の100%を獲得したことによります。
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(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

取得日を2018年6月30日とみなしており、当第2四半期連結累計期間においては被取得企業の業績は含まれてい

ません。

(3) 被取得企業の取得原価および対価の種類ごとの内訳

(注) 条件付取得対価は、現時点では確定しておらず、取得の対価には条件付取得対価を含めていません。

(4) 企業結合契約に定められた条件付取得対価の内容およびそれらの今後の会計処理方針

契約に基づき、被取得企業の企業結合後3カ年の業績達成度合いに応じて、追加の支払を行うこととしていま

す。なお、条件付取得対価の変動部分については、米国会計基準に基づき認識します。

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間

① 発生したのれんの金額

414百万円

② 発生原因

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものです。

③ 償却方法および償却期間

当第2四半期連結会計期間末において、企業結合日における識別可能資産および負債の特定を精査中であり、

取得原価の配分は完了していません。よって、のれんの金額は暫定的な会計処理を行っており、償却方法および

償却期間についても精査中です。

取得の対価 現金 1,536百万円

取得原価 1,536百万円
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(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益または1株当たり四半期純損失および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後1株当たり四半

期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりです。

(注) 1. 当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、1株当たり四半期純損失であるため、記載していません。

2. 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純利益また

は1株当たり四半期純損失ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算

において控除する自己株式に含めています。1株当たり四半期純利益または1株当たり四半期純損失ならびに

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第2四半期

連結累計期間において69,057株、当第2四半期連結累計期間において45,657株です。

2 【その他】

第100期(2018年1月1日から2018年12月31日まで)中間配当について、2018年8月7日開催の取締役会において、2018

年6月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議しました。

項目
前第2四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)

(1) 1株当たり四半期純利益又は
1株当たり四半期純損失(△)

38円88銭 △133円77銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

1,841 △6,754

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

1,841 △6,754

普通株式の期中平均株式数(千株) 47,367 50,488

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 35円38銭 ―

 (算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 4,698 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会
計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

① 配当金の総額 756百万円

② 1株当たりの金額 15円00銭

③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日 2018年9月3日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2018年8月7日

NISSHA株式会社

取締役会 御中

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているNISSHA株式会社の

2018年1月1日から2018年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)

及び第2四半期連結累計期間(2018年1月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結

貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、NISSHA株式会社及び連結子会社の2018年6月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

強調事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、有形固定資産(リース資産を

除く)の減価償却方法について、従来、会社及び国内連結子会社は主として定率法を採用していたが、第1四半期連結会

計期間より、定額法に変更している。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
公認会計士 䭜 内 章 印

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士 中 山 聡 印

業 務 執 行 社 員

(注) 1.  上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しています。

2.  XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。



【表紙】
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1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長兼最高経営責任者 鈴木順也および取締役専務執行役員兼最高財務責任者 西原勇人は、当社の

第100期第2四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適

正に記載されていることを確認しました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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